
市町村４－１

調査表４－１

市区町村別集計項目（推進体制等）
市区町村数 63

無 無

条例名称 公布日 施行日

現
在
の
状
況

計画名称

女性
活躍
推進

法との
関係

現在
の

状況

45 47 39 63

11 100 さいたま市
人権政策・男女共同参画
課　男女共同参画推進セ
ンター

1 1 1 1
さいたま市男女共同参画のまちづくり
条例

平成15年3月14日 平成15年4月1日
第４次さいたま市男女共同参画のまちづく
りプラン

平成31年4月 ～ 令和6年3月 1

11 201 川越市 男女共同参画課 1 1 1 1 川越市男女共同参画推進条例 平成13年12月21日 平成13年12月21日 第五次川越市男女共同参画基本計画 平成28年4月 ～ 令和3年3月 0

11 202 熊谷市 男女共同参画室 1 1 1 1 熊谷市男女共同参画推進条例 平成17年10月1日 平成17年10月1日
第2次熊谷市男女共同参画推進計画くま
がや男女共同参画推進プラン

平成31年4月1日 ～ 令和11年3月31日 1

11 203 川口市 協働推進課 1 2 1 1 川口市男女共同参画推進条例 平成24年3月27日 平成24年4月1日 第２次川口市男女共同参画計画〈改訂〉 平成30年4月1日 ～ 令和5年3月31日 1

11 206 行田市
行田市男女共同参画推
進センター

1 1 1 1 行田市男女共同参画推進条例 平成19年3月30日 平成19年4月1日 第３次ぎょうだ男女共同参画プラン 平成24年4月1日 ～ 令和4年3月31日 1

11 207 秩父市 市民生活課 1 2 0 0 0
2017デュエットプランちちぶ(秩父市男女
共同参画計画)

平成29年度 ～ 令和8年度 1

11 208 所沢市
企画総務課　男女共同参
画室

1 1 1 1 所沢市男女共同参画推進条例 平成16年9月24日 平成17年1月1日 第４次所沢市男女共同参画計画 平成31年4月 ～ 令和11年3月 1

11 209 飯能市 地域活動支援課 1 2 1 1 飯能市男女共同参画推進条例 平成27年12月18日 平成28年4月1日 第5次飯能市男女共同参画プラン 平成30年4月1日 ～ 令和5年3月31日 1

11 210 加須市 人権・男女共同参画課 1 2 1 1 加須市男女共同参画推進条例 平成23年7月7日 平成23年7月7日 加須市男女共同参画プラン 平成24年4月1日 ～ 令和4年3月31日 1

11 211 本庄市 市民活動推進課 1 2 1 1 2 第３次本庄市男女共同参画プラン 平成30年4月 ～ 令和5年3月 1

11 212 東松山市 人権推進課 1 2 1 1 東松山市男女共同参画推進条例 平成18年3月27日 平成18年4月1日
第４次ひがしまつやま共生プラン（第４次
東松山市男女共同参画基本計画・東松山
市ＤＶ防止基本計画）

平成27年4月1日 ～ 令和3年3月31日 0

11 214 春日部市 市民参加推進課 1 2 1 1 春日部市男女共同参画推進条例 平成18年12月18日 平成19年4月1日 第２次春日部市男女共同参画基本計画 平成30年4月1日 ～ 令和5年3月31日 1

11 215 狭山市 市民文化課 1 2 1 1 狭山市男女共同参画推進条例 平成27年6月29日 平成27年6月29日 第４次狭山市男女共同参画プラン 平成29年4月 ～ 令和4年3月 1

11 216 羽生市 人権推進課 1 2 1 1 0 第3次羽生市男女共同参画基本計画 平成31年4月 ～ 令和11年3月 1

11 217 鴻巣市 やさしさ支援課 1 2 1 1 鴻巣市男女共同参画推進条例 平成23年12月27日 平成24年3月10日 こうのす男女共同参画プラン 平成24年4月 ～ 令和2年3月 0

11 218 深谷市 人権政策課 1 1 1 1 深谷市男女共同参画推進条例 平成26年9月30日 平成27年1月1日 第3次深谷市男女共同参画プラン 平成30年4月 ～ 令和5年3月 1

11 219 上尾市 人権男女共同参画課 1 2 1 1 上尾市男女共同参画推進条例 平成19年3月27日 平成19年4月1日
第２次デュエットプラン２１（上尾市男女共
同参画計画）

平成23年4月 ～ 令和3年3月 0

11 221 草加市
草加市　総合政策部　人
権共生課

1 2 0 1
草加市くらしを支えあう男女共同参画
社会づくり条例

平成16年9月17日 平成16年10月1日 草加市男女共同参画プラン2016 平成28年4月1日 ～ 令和3年3月31日 0

11 222 越谷市 人権・男女共同参画推進課 1 2 1 1 越谷市男女共同参画推進条例 平成17年3月31日 平成17年7月1日 第３次越谷市男女共同参画計画 平成23年4月 ～ 令和3年3月 0

11 223 蕨市 市民活動推進室 1 2 1 1
蕨市男女共同参画パートナーシップ条
例

平成15年3月27日 平成15年6月1日
蕨市男女共同参画パートナーシッププラ
ン（第２次）後期計画

平成31年4月1日 ～ 令和6年3月31日 1

11 224 戸田市 協働推進課 1 2 1 1 戸田市男女共同参画推進条例 平成28年9月30日 平成28年10月1日 第五次戸田市男女共同参画計画 平成31年4月 ～ 令和11年3月 1

11 225 入間市 人権推進課 1 2 0 1 入間市男女共同参画推進条例 平成22年3月29日 平成22年4月1日 第４次いるま男女共同参画プラン 平成29年4月 ～ 令和4年3月 1

11 227 朝霞市 朝霞市総務部人権庶務課 1 2 1 1 朝霞市男女平等推進条例 平成15年3月24日 平成15年4月1日 第２次朝霞市男女平等推進行動計画 平成28年4月 ～ 令和8年3月 1

11 228 志木市 人権推進室 1 2 1 1 志木市男女共同参画推進条例 平成14年6月24日 平成14年7月1日 第５次志木市男女共同参画基本計画 平成28年4月 ～ 令和3年3月 0

11 229 和光市 総務人権課 1 2 1 1 和光市男女共同参画推進条例 平成16年12月21日 平成17年4月1日
第3次和光市行動計画　男女共同参画わ
こうプラン

平成23年4月 ～ 令和3年3月 1

11 230 新座市 人権推進課 1 2 1 1 新座市男女共同参画推進条例 平成12年6月15日 平成12年7月1日 第３次にいざ男女共同参画プラン 平成28年4月 ～ 令和3年3月 1

11 231 桶川市 人権・男女共同参画課 1 2 1 1 桶川市男女共同参画推進条例 平成14年3月28日 平成14年4月1日 桶川市第四次男女共同参画基本計画 平成31年4月 ～ 令和6年3月 1

11 232 久喜市 人権推進課 1 2 1 1 久喜市男女共同参画を推進する条例 平成22年9月30日 平成22年9月30日 第2次久喜市男女共同参画行動計画 平成30年4月 ～ 令和5年3月 1

11 233 北本市 企画課 1 2 1 1 北本市男女共同参画推進条例 平成18年3月31日 平成18年7月1日 第五次北本市男女行動計画 平成30年4月 ～ 令和5年3月 1

11 234 八潮市 人権・男女共同参画課 1 2 1 1 八潮市男女共同参画推進条例 平成15年12月25日 平成16年4月1日 第4次八潮市男女共同参画プラン 平成28年4月1日 ～ 令和8年3月31日 1

11 235 富士見市 人権・市民相談課 1 2 1 1 富士見市男女共同参画推進条例 平成20年6月13日 平成20年7月1日
富士見市男女共同参画プラン（第3次中間
見直し版）

平成27年10月 ～ 令和3年3月 0
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11 237 三郷市 人権・男女共同参画課 1 2 1 1 三郷市男女共同参画社会づくり条例 平成18年9月27日 平成19年1月1日 第4次みさと男女共同参画プラン 平成28年4月 ～ 令和3年3月 1

11 238 蓮田市 庶務課 1 2 1 0 0 はすだ男女共生プラン２０２５ 平成28年4月 ～ 令和8年3月 0

11 239 坂戸市 人権推進課 1 2 1 1 坂戸市男女共同参画推進条例 平成16年6月24日 平成16年7月1日
第3次坂戸市男女共同参画基本計画　後
期計画

平成29年4月 ～ 令和4年3月 1

11 240 幸手市 人権推進課 1 1 1 1 幸手市男女共同参画を推進する条例 平成29年3月17日 平成29年6月1日 幸手市男女共同参画プラン 平成27年4月 ～ 令和3年3月 0

11 241 鶴ヶ島市
政策推進課（女性セン
ター）

1 2 1 1 鶴ヶ島市男女共同参画推進条例 平成22年3月24日 平成22年4月1日
つるがしま男女共同参画推進プラン（第５
次）

平成29年4月 ～ 令和4年3月 1

11 242 日高市 総務課 1 2 1 1 日高市男女共同参画推進条例 平成28年12月22日 平成29年1月1日 第４次日高市男女共同参画プラン 平成28年4月 ～ 令和3年3月 1

11 243 吉川市 市民参加推進課 1 2 1 1 吉川市男女共同参画推進条例 平成15年12月18日 平成16年4月1日 第3次吉川市男女共同参画基本計画 平成24年4月 ～ 令和4年3月 1

11 245 ふじみ野市 市民総合相談室 1 2 1 1 ふじみ野市男女共同参画推進条例 平成27年6月23日 平成27年10月1日 ふじみ野市第2次男女共同参画基本計画 平成30年4月 ～ 令和13年3月 1

11 246 白岡市 市民生活部地域振興課 1 2 1 1 0 第４次白岡市男女共同参画プラン 平成29年4月 ～ 令和4年3月 1

11 301 伊奈町 人権推進課 1 2 1 1 3 第2次伊奈町男女共同参画プラン 平成24年4月 ～ 令和4年3月 0

11 324 三芳町 総務課 1 2 1 0 2 みよし男女共同参画プラン 平成28年4月 ～ 令和6年3月 0

11 326 毛呂山町 総務課 1 2 0 1 0 第三次もろやま男女共同参画プラン 平成27年4月 ～ 令和7年3月 1

11 327 越生町 総務課 1 2 0 1 0 越生町男女共同参画プラン 平成28年4月 ～ 令和3年3月 0

11 341 滑川町 総務政策課 1 2 0 1 0 第２次滑川町パートナーシッププラン 平成23年4月 ～ 令和3年3月 1

11 342 嵐山町 地域支援課 1 2 0 1
”らんざん”男女が共にいきいきと暮ら
せるまちづくり条例

平成16年3月9日 平成16年4月1日 第3次嵐山町男女共同参画プラン 平成29年4月 ～ 令和4年3月 1

11 343 小川町 総務課 1 2 1 1 0 おがわ男女共同参画推進プラン(第3次） 平成29年4月 ～ 令和4年3月 1

11 346 川島町 総務課 1 2 0 0
川島町男女共同参画によるまちづくり
条例

平成25年3月29日 平成25年4月1日 川島町男女共同参画推進計画 平成23年4月 ～ 令和3年3月 1

11 347 吉見町 政策財政課 1 2 0 0 0 第三次吉見町男女共同参画プラン 平成26年度 ～ 令和5年度 0

11 348 鳩山町 総務課 1 2 1 0 0 （改定）鳩山町男女共同参画計画 平成30年4月 ～ 令和5年3月 1

11 349 ときがわ町 総務課 1 2 0 0 0 第２次ときがわ町男女共同参画プラン 平成24年4月1日 ～ 令和4年3月31日 1

11 361 横瀬町 総務課 1 2 1 0 0 ２０１３横瀬町男女共同参画プラン 平成25年4月 ～ 令和2年3月 0

11 362 皆野町 総務課 1 2 0 0 0 第2次皆野町男女共同参画プラン 平成29年4月 ～ 令和4年3月 1

11 363 長瀞町 総務課 1 2 0 0 0 第2次長瀞町男女共同参画プラン 平成27年4月 ～ 令和2年3月 0

11 365 小鹿野町 総務課 1 2 0 0 0 小鹿野町男女共同参画計画 平成31年4月 ～ 令和10年3月 1

11 369 東秩父村 総務課 1 1 0 0 0
東秩父村男女共同参画プラン「元気いっ
ぱいひがしちちぶ」

平成23年4月 ～ 令和3年3月 0

11 381 美里町 総務税務課 1 2 0 0 3 美里町男女共同参画推進プラン 平成28年4月 ～ 令和3年3月 0

11 383 神川町 総務課 1 2 0 0 0 神川町男女共同参画プラン 平成25年4月 ～ 令和5年3月 0

11 385 上里町 子育て共生課 1 2 0 1 上里町男女がともに輝く町づくり条例 平成15年5月1日 平成15年6月1日 第3次かみさと男女共同参画推進プラン 平成31年4月 ～ 令和6年3月 1

11 408 寄居町 人権推進課 1 2 1 1 2 寄居町男女共同参画推進プラン2010 平成22年4月 ～ 令和2年3月 0

11 442 宮代町 人権推進室 1 2 0 0 0 第2次宮代町男女共同参画プラン 平成27年度 ～ 令和3年度 0

11 464 杉戸町 人権・男女共同参画推進課 1 1 1 0 3 すぎと男女共同参画プラン（第４次） 平成28年度 ～ 令和2年度 0

11 465 松伏町 企画財政課 1 2 1 1 松伏町男女共同参画推進条例 平成15年9月25日 平成16年4月1日
松伏町男女共同参画基本計画「まつぶし
コミュニケーションプラン（第４版）」

平成27年4月 ～ 令和2年3月 0

＜選択肢回答＞
所属 庁内連絡会議 男女共同参画に関する条例 男女共同参画に関する計画
１　首長部局 １　有 現在の状況 女性活躍推進法の推進計画との関係
２　教育委員会 ０　無 １　令和２年３月末までの制定を目途に検討中 １　一体

２　令和２年度以降の制定を目途に検討中 ０　一体でない
事務所掌 諮問機関 ３　その他
１　男女共同参画・女性等を名称に冠した専管課 １　有 ０　検討していない 現在の状況
２　１ではない ０　無 １　策定に向け検討中

０　策定予定がない、検討していない



市町村４－２

調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．１

愛称・通称 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 ホームページ
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26 8 18 16 10 0 20 3 3

11 100 さいたま市
さいたま市男女共同参画推進セ
ンター

パートナーシップさ
いたま

330-0854
さいたま市大宮区桜木町１－１０－１８シーノ
大宮センタープラザ3階

048-642-8107 048-643-5801
http://www.city.saitama.jp/
006/010/002/index.html

○ ○ ○

11 100 さいたま市 男女共同参画相談室							 330-0071	
埼玉県さいたま市浦和区上木崎４－４－１０
子ども家庭総合センター４階								

048-711-5739 048-711-8904
http://www.city.saitama.jp/
006/010/002/006/index.ht
ml										

○ ○ ○

11 201 川越市 川越市男女共同参画推進施設 350-1124 川越市新宿町１－１７－１７ 049-249-3777 049-249-1180
http://www.westa-
kawagoe.jp

○ ○ ○

11 202 熊谷市
熊谷市男女共同参画推進セン
ター

ハートピア 360-0037
埼玉県熊谷市筑波三丁目202番地ティアラ21
4階

048-599-0011 048-599-0012
http://www.city.kumagaya.l
g.jp/shisetsu/kurashi/danjo
kyodosankaku.html

○ ○ ○

11 203 川口市
川口市男女共同参画活動拠点施
設

332-0015
川口市川口１丁目１番１号　キュポ・ラ本館棟M
４階

048-227-7605 048-226-7718
https://www.city.kawaguchi
.lg.jp/soshiki/01060/020/8/
index.html

○ ○ ○

11 206 行田市
行田市男女共同参画推進セン
ター

VIVAぎょうだ 361-0032 埼玉県行田市佐間３丁目２３番６号 048-556-9301 048-556-9310
http://www.city.gyoda.lg.jp/
index.html

○ ○ ○

11 207 秩父市

11 208 所沢市
所沢市男女共同参画推進セン
ターふらっと

359-1122
埼玉県所沢市寿町27-7コンセールタワー所沢
2階

04-2921-2220 04-2921-2270
http://www.city.tokorozawa
.saitama.jp/shisetu/bunka/f
lat/

○ ○ ○

11 209 飯能市

11 210 加須市 加須市女性センター 347-0055 加須市中央2‐4‐17 0480-62-1111 0480-62-5981
https://www.kazo-
city.or.jp/plaza/top.html

○ ○ ○

11 211 本庄市

11 212 東松山市

11 214 春日部市
春日部市男女共同参画推進セン
ター

ハーモニー春日部 344-0063 埼玉県春日部市緑町３－３－１７ 048-731-3333 048-733-0071
http://www.harmonykasuka
be.jp

○ ○ ○

11 215 狭山市 狭山市男女共同参画センター 350-1305 埼玉県狭山市入間川1丁目3番1号 04-2937-3617 04-2937-3616
http://www.city.sayama.sait
ama.jp/

○ ○ ○

11 216 羽生市 羽生市女性センター パープル羽生 348-0053 埼玉県羽生市南5-4-3 048-561-1681 048-562-1889
http://www.city.hanyu.lg.jp/
docs/2009060101809/

○ ○ ○

11 217 鴻巣市
男女共同参画コーナー（鴻巣市市
民活動センター内）

365-0038 埼玉県鴻巣市本町1-2-1 048-577-3512 048-577-3949
http://www.city.kounosu.sai
tama.jp/shisetsu/2/152565
7718526.html

○ ○ ○

11 218 深谷市
深谷市男女共同参画推進セン
ター

L・フォルテ 366-0052
深谷市上柴町西4丁目2番地14　アリオ深谷3
階キララ上柴内

048-573-4761 048-574-5868
http://www.city.fukaya.sait
ama.jp

○ ○ ○

11 219 上尾市
上尾市男女共同参画推進セン
ター

362-0014 埼玉県上尾市本町1-1-2 048-778-5111 048-778-5112
http://www.city.ageo.lg.jp/s
oshiki/s209500/

○ ○ ○

11 221 草加市 草加市文化会館　図書資料室
男女共同参画さわ
やかサロン

340-0013 草加市松江1-1-5　草加市文化会館内 048-931-9325 048-936-4690
https://soka-
bunka.jp/publics/index/23/

○ ○ ○

11 222 越谷市 越谷市男女共同参画支援センター ほっと越谷 343-0025 埼玉県越谷市大沢3-6-1 パルテきたこし3階 048-970-7411 048-970-7412 https://hot-koshigaya.jp/ ○ ○ ○
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11 223 蕨市

11 224 戸田市 上戸田地域交流センター あいパル 335-0022 埼玉県戸田市上戸田2-21-1 048-229-3133 048-229-3996
http://www.ipal-
friendship.net/

○ ○ ○

11 225 入間市
入間市男女共同参画推進セン
ター

358-0003 入間市豊岡4-2-2 04-2964-2536 04-2964-2539
http://irumadanjyo.seesaa.n
et/

○ ○ ○

11 227 朝霞市 朝霞市女性センター それいゆぷらざ 351-0016 埼玉県朝霞市青葉台1-7-1 048-463-2697 048-463-0524 http://www.city.asaka.lg.jp ○ ○ ○

11 228 志木市

11 229 和光市

11 230 新座市 新座市男女共同参画推進プラザ 352-0001
新座市東北二丁目36番11号（新座市生涯学
習センター内）

048-486-8639 048-472-4617 ○ ○ ○

11 231 桶川市 桶川市男女共同参画コーナー アソシエ 363-8501 埼玉県桶川市泉１－３－２８ 048-788-4907 048-787-5409
https://www.city.okegawa.l
g.jp

○ ○ ○

11 232 久喜市

11 233 北本市

11 234 八潮市 八潮市女性サロン 340-0822
八潮市大瀬１－１－１マインループ１Ｆ（八潮駅
前出張所内）

048-996-2159 ○ ○ ○

11 235 富士見市

11 237 三郷市

11 238 蓮田市

11 239 坂戸市 坂戸市勤労女性センター リーベン 350-0214 坂戸市千代田1-1-22 049-281-3595 049-283-1640 https://www.city.sakado.lg.jp ○ ○ ○

11 240 幸手市

11 241 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市女性センター ハーモニー 350-2213 埼玉県鶴ヶ島市大字脚折1922番地7 049-287-4755 049-271-5297
https://www.city.tsurugashi
ma.lg.jp/page/page000338.h
tml

○ ○ ○

11 242 日高市

11 243 吉川市 吉川市民交流センターおあしす おあしす 342-0058 吉川市きよみ野1-1 048-984-1888 048-983-5500
http://www.yoshikawa-
oasis-tosho.info/

○ ○ ○

11 245 ふじみ野市

11 246 白岡市

11 301 伊奈町

11 324 三芳町

11 326 毛呂山町

11 327 越生町

11 341 滑川町

11 342 嵐山町

11 343 小川町

11 346 川島町

11 347 吉見町

11 348 鳩山町

11 349 ときがわ町
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11 361 横瀬町

11 362 皆野町

11 363 長瀞町

11 365 小鹿野町

11 369 東秩父村

11 381 美里町

11 383 神川町

11 385 上里町
上里町男女共同参画推進セン
ター

ウィズ・ユー上里 369-0306 埼玉県児玉郡上里町大字七本木393番地 0495-35-1357 0495-34-2523
http://www.town.kamisato.s
aitama.jp

○ ○ ○

11 408 寄居町

11 442 宮代町

11 464 杉戸町

11 465 松伏町



市町村４－２ (2)

調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．２　 埼玉県
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査
研
究

その他

26 23 21 22 23 3 14 7 0 5

11 100 さいたま市
さいたま市男女共同参画推進セ
ンター

平成16年5月1日 4 1 41,438 ○ ○ ○ ○ ○ ○
会議室の貸出、市民企画講座実施団体への補
助

11 100 さいたま市 男女共同参画相談室							 平成30年4月1日 5 14 0 ○

11 201 川越市 川越市男女共同参画推進施設 平成27年4月7日 0 0 3,120 ○ ○ ○

11 202 熊谷市
熊谷市男女共同参画推進セン
ター

平成17年4月1日 4 2 6,766 ○ ○ ○ ○

11 203 川口市
川口市男女共同参画活動拠点施
設

平成30年4月1日 4 0 0 会議室の貸出

11 206 行田市
行田市男女共同参画推進セン
ター

平成19年4月1日 4 0 15,036 ○ ○ ○ ○

11 207 秩父市

11 208 所沢市
所沢市男女共同参画推進セン
ターふらっと

平成7年5月1日 2 3 20,214 ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 209 飯能市

11 210 加須市 加須市女性センター 平成16年11月7日 0 0 7,048 ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 211 本庄市

11 212 東松山市

11 214 春日部市
春日部市男女共同参画推進セン
ター

平成11年12月4日 6 0 19,228 ○ ○ ○ ○ ○

11 215 狭山市 狭山市男女共同参画センター 平成24年7月18日 3 0 2,092 ○ ○ ○ ○
保育サービス事業（女性の社会参加等支援事
業）

11 216 羽生市 羽生市女性センター 平成10年4月1日 2 1 7,055 ○ ○ ○ ○

11 217 鴻巣市
男女共同参画コーナー（鴻巣市市
民活動センター内）

平成25年4月1日 0 0 0 ○ ○

11 218 深谷市
深谷市男女共同参画推進セン
ター

平成9年4月1日 0 0 5,055 ○ ○ ○ ○ ○
女性活躍等推進事業所認証制度、ワークライフ
バランス推進事業補助金

11 219 上尾市
上尾市男女共同参画推進セン
ター

平成13年6月1日 1 3 2,860 ○ ○ ○ ○

11 221 草加市 草加市文化会館　図書資料室 平成12年8月1日 0 2 2,278 ○ ○ ○ ○ ○

11 222 越谷市
越谷市男女共同参画支援セン
ター

平成13年7月6日 2 7 7,065 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 223 蕨市

11 224 戸田市 上戸田地域交流センター 平成27年9月1日 10 6 85,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 女性のチャレンジショップ

11 225 入間市
入間市男女共同参画推進セン
ター

平成16年4月1日 5 0 6,919 ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 227 朝霞市 朝霞市女性センター 平成25年1月1日 5 2 6,826 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 228 志木市

11 229 和光市

主　　　　な　　　　事　　　　業
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11 230 新座市 新座市男女共同参画推進プラザ 平成14年2月1日 2 2 3,386 ○ ○ ○ ○ ○

11 231 桶川市 桶川市男女共同参画コーナー 平成30年5月7日 4 0 76 ○ ○ ○

11 232 久喜市

11 233 北本市

11 234 八潮市 八潮市女性サロン 平成20年4月1日 0 0 0 ○ ○ ○ ○

11 235 富士見市

11 237 三郷市

11 238 蓮田市

11 239 坂戸市 坂戸市勤労女性センター 昭和47年6月1日 2 1 11,965 ○ ○ ○ ○

11 240 幸手市

11 241 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市女性センター 昭和63年4月1日 2 2 664 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 女性活躍応援事業（起業支援、就労支援）

11 242 日高市

11 243 吉川市 吉川市民交流センターおあしす 平成11年4月1日 1 0 0 ○ ○ ○

11 245 ふじみ野市

11 246 白岡市

11 301 伊奈町

11 324 三芳町

11 326 毛呂山町

11 327 越生町

11 341 滑川町

11 342 嵐山町

11 343 小川町

11 346 川島町

11 347 吉見町

11 348 鳩山町

11 349 ときがわ町

11 361 横瀬町

11 362 皆野町

11 363 長瀞町

11 365 小鹿野町

11 369 東秩父村

11 381 美里町

11 383 神川町

11 385 上里町 上里町男女共同参画推進センター 平成11年7月1日 1 1 3,337 ○ ○ ○ ○ ○

11 408 寄居町

11 442 宮代町

11 464 杉戸町

11 465 松伏町



市町村４－３

調査表４－３

市区町村別集計項目（男女共同参画に関する宣言、首長、自治会長等の状況）　

うち うち うち うち うち

女
性
市
区
長
数

女
性
副
市
区
長
数

女
性
町
村
長
数

女
性
副
町
村
長
数

女
性
自
治
会
長
数

8 40 0 0.0 44 1 2.3 23 1 4.3 22 0 0.0 7,178 347 4.8

11 100 さいたま市 1 0 0.0 3 0 0.0 860 69 8.0

11 201 川越市 1 0 0.0 2 0 0.0 291 12 4.1

11 202 熊谷市 平成18年7月1日 熊谷市男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 363 11 3.0

11 203 川口市 1 0 0.0 2 0 0.0 231 6 2.6

11 206 行田市 1 0 0.0 0 0 185 6 3.2

11 207 秩父市 1 0 0.0 1 1 100.0 80 1 1.3

11 208 所沢市 1 0 0.0 1 0 0.0 278 15 5.4

11 209 飯能市 1 0 0.0 1 0 0.0 136 0 0.0

11 210 加須市 1 0 0.0 1 0 0.0 179 2 1.1

11 211 本庄市 1 0 0.0 1 0 0.0 85 0.0

11 212 東松山市 1 0 0.0 1 0 0.0 120 2 1.7

11 214 春日部市 1 0 0.0 2 0 0.0 198 9 4.5

11 215 狭山市 1 0 0.0 1 0 0.0 120 10 8.3

11 216 羽生市 1 0 0.0 1 0 0.0 74 0 0.0

11 217 鴻巣市 平成24年3月10日 鴻巣市男女共同参画都市宣言 4 1 0 0.0 1 0 0.0 236 22 9.3

11 218 深谷市 1 0 0.0 1 0 0.0 200 1 0.5

11 219 上尾市 1 0 0.0 1 0 0.0 114 6 5.3

11 221 草加市 1 0 0.0 1 0 0.0 118 7 5.9

11 222 越谷市 1 0 0.0 1 0 0.0 380 20 5.3

11 223 蕨市 1 0 0.0 0 0 37 1 2.7

11 224 戸田市 1 0 0.0 1 0 0.0 46 1 2.2

11 225 入間市 平成15年11月16日 入間市男女共同参画都市宣言 4 1 0 0.0 1 0 0.0 120 5 4.2

11 227 朝霞市 1 0 0.0 1 0 0.0 80 6 7.5

11 228 志木市 1 0 0.0 1 0 0.0 37 1 2.7

11 229 和光市 1 0 0.0 1 0 0.0 103 9 8.7

11 230 新座市 平成13年11月1日 新座市男女共同参画都市宣言 1 1 0 0.0 1 0 0.0 61 13 21.3

11 231 桶川市 平成10年12月18日 桶川市男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 78 2 2.6

11 232 久喜市 1 0 0.0 1 0 0.0 258 9 3.5

11 233 北本市 平成18年11月19日 北本市男女共同参画都市宣言 1 1 0 0.0 1 0 0.0 111 7 6.3

11 234 八潮市 1 0 0.0 1 0 0.0 44 2 4.5

11 235 富士見市 1 0 0.0 1 0 0.0 55 1 1.8

11 237 三郷市 1 0 0.0 2 0 0.0 127 2 1.6

11 238 蓮田市 1 0 0.0 1 0 0.0 97 6 6.2

11 239 坂戸市 1 0 0.0 1 0 0.0 154 3 1.9

11 240 幸手市 1 0 0.0 1 0 0.0 104 9 8.7
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11 241 鶴ヶ島市 1 0 0.0 1 0 0.0 82 6 7.3

11 242 日高市 1 0 0.0 1 0 0.0 79 1 1.3

11 243 吉川市 1 0 0.0 1 0 0.0 95 2 2.1

11 245 ふじみ野市 1 0 0.0 1 0 0.0 57 3 5.3

11 246 白岡市 1 0 0.0 1 0 0.0 45 0 0.0

11 301 伊奈町 1 0 0.0 1 0 0.0 22 2 9.1

11 324 三芳町 1 0 0.0 1 0 0.0 14 1 7.1

11 326 毛呂山町 1 0 0.0 1 0 0.0 69 13 18.8

11 327 越生町 1 0 0.0 1 0 0.0 29 2 6.9

11 341 滑川町 1 0 0.0 1 0 0.0 15 0 0.0

11 342 嵐山町 平成15年6月3日 嵐山町男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 35 0 0.0

11 343 小川町 1 0 0.0 1 0 0.0 76 2 2.6

11 346 川島町 1 0 0.0 1 0 0.0 80 8 10.0

11 347 吉見町 1 0 0.0 1 0 0.0 75 5 6.7

11 348 鳩山町 1 0 0.0 1 0 0.0 17 3 17.6

11 349 ときがわ町 1 0 0.0 1 0 0.0 49 5 10.2

11 361 横瀬町 1 0 0.0 1 0 0.0 23 0 0.0

11 362 皆野町 1 0 0.0 1 0 0.0 27 0 0.0

11 363 長瀞町 1 1 100.0 1 0 0.0 27 0 0.0

11 365 小鹿野町 1 0 0.0 1 0 0.0 67 0 0.0

11 369 東秩父村 1 0 0.0 1 0 0.0 21 0 0.0

11 381 美里町 1 0 0.0 0 0 23 0 0.0

11 383 神川町 1 0 0.0 1 0 0.0 23 0 0.0

11 385 上里町 平成13年11月3日 上里町男女共同参画都市宣言 1 1 0 0.0 1 0 0.0 92 3 3.3

11 408 寄居町 1 0 0.0 1 0 0.0 67 0 0.0

11 442 宮代町 1 0 0.0 1 0 0.0 77 7 9.1

11 464 杉戸町 1 0 0.0 1 0 0.0 45 1 2.2

11 465 松伏町 1 0 0.0 1 0 0.0 87 7 8.0

＜選択肢回答＞
男女共同参画に関する宣言
　宣言の形態

１　首長声明
２　議会の議決
３　庁内連絡会議の決定
４　その他
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調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No1

1 2 令和元年5月1日 3
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2,435 2,060 32,238 9,376 29.1 2,089 1,806 28,300 8,188 28.9 360 202 2,061 335 16.3 1,989 229 11.5 2,138 240 11.2

小計 2,081 1,798 27,923 8,044 28.8 356 201 2,049 334 16.3

11 100 さいたま市 42 令和6年3月 173 171 2,472 894 36.2

①地方自治法（昭和22年法律第67条）第138条の4第3項の規定によ
り設置される附属機関
②各種団体の代表者、専門的知識を有する者等の意見を聴取し、市
の行政に反映させることを目的として、要綱等により設置される協議
会等

99 98 1,642 564 34.3 6 6 114 23 20.2 79 8 10.1 80 8 10.0 1 1 1

11 201 川越市 35 令和3年3月 66 61 925 272 29.4 法律又は条例によって設置されている審議会等 66 61 925 272 29.4 6 3 35 4 11.4 42 3 7.1 43 3 7.0 1 1 1

11 202 熊谷市 40 令和6年3月 78 70 1,104 306 27.7
地方自治法第138条の4第３項に規定する市の執行機関の附属機関
並びに設置要綱により設置された協議会及び委員会

49 45 565 159 28.1 6 3 35 5 14.3 48 5 10.4 49 5 10.2 1 1 1

11 203 川口市 30以上 令和2年4月 51 43 1,813 518 28.6
(１)行政委員会(地方自治法第180条の5に基づく委員会)／(２)附属機
関等(地方自治法第202条の3に基づく審議会等)

51 43 1,813 518 28.6 6 4 31 4 12.9 62 8 12.9 63 8 12.7 1 1 1

11 206 行田市 40 令和4年3月 31 28 406 116 28.6
地方自治法第２０２条の３に基づく審議会等や市の条例・規則等の付
属機関として設置されている審議会・協議会等

31 28 406 116 28.6 6 4 49 5 10.2 33 4 12.1 34 4 11.8 1 1 1

11 207 秩父市 21 21 307 70 22.8 5 2 41 3 7.3 48 3 6.3 49 3 6.1 1 1 1
11 208 所沢市 37 令和3年3月 75 69 1,035 334 32.3 法律又は政令により設置されている審議会等 65 61 944 300 31.8 6 5 37 7 18.9 47 5 10.6 48 5 10.4 1 1 1
11 209 飯能市 30 令和4年4月 49 36 514 134 26.1 法律または条例により本市が設置している機関 43 32 478 129 27.0 6 4 36 5 13.9 51 4 7.8 52 4 7.7 1 1 1
11 210 加須市 40 令和4年3月 44 31 637 179 28.1 法律、政令、条例等により設置されている審議会等 29 28 590 171 29.0 6 2 32 3 9.4 53 5 9.4 54 5 9.3 1 1 1

11 211 本庄市 30 令和5年3月 33 28 447 101 22.6
法律・条令で設置されている付属機関の委員総数のうちの女性委員
の占める割合

33 28 447 101 22.6 6 5 36 7 19.4 38 4 10.5 39 4 10.3 1 1 1

11 212 東松山市 35 令和3年3月 61 49 1,099 237 21.6 条例・規則・要綱で設置されている審議会・委員会・懇談会等 44 35 487 115 23.6 5 3 25 6 24.0 32 1 3.1 33 1 3.0 1 1 1
11 214 春日部市 50 令和5年3月 68 58 865 236 27.3 法令及び要綱等により設置されている審議会、協議会等 51 42 605 145 24.0 6 4 37 5 13.5 33 5 15.2 34 5 14.7 1 1 1
11 215 狭山市 35 令和4年3月 43 39 569 166 29.2 法律、条例により説置されている審議会等（付属機関） 43 39 569 166 29.2 6 5 36 8 22.2 36 7 19.4 37 7 18.9 1 1 1
11 216 羽生市 31.1 令和6年3月 30 22 413 118 28.6 法律又は政令により設置された審議会数 22 18 362 108 29.8 6 3 26 3 11.5 29 8 27.6 30 8 26.7 3 令和元年6月1日 3 令和元年6月1日 3 令和元年6月1日
11 217 鴻巣市 35 令和2年3月 38 31 514 139 27.0 法令もしくは市条例で定めがあるもの 38 31 514 139 27.0 5 4 26 6 23.1 41 3 7.3 42 3 7.1 1 1 1
11 218 深谷市 30 令和5年3月 34 29 595 139 23.4 法律又は政令により設置されている審議会等 27 25 550 131 23.8 6 3 40 8 20.0 49 5 10.2 50 5 10.0 1 1 1

11 219 上尾市 32 令和3年3月 54 48 710 197 27.7

・法律により設置されている委員会等（地方自治法第180条の5）
・法令・条例により設定されている審議会等（地方自治法第202条の
3）
・要綱等により設置されている懇談会、会議等

40 37 563 167 29.7 6 3 41 4 9.8 31 4 12.9 32 4 12.5 1 1 1

11 221 草加市 40 令和3年3月 62 52 755 215 28.5
法令または政令により設置されている審議会等
条例、規則、要綱等により設置されている審議会、会議等

44 35 525 143 27.2 6 4 32 6 18.8 34 9 26.5 35 9 25.7 1 1 1

11 222 越谷市 35 令和3年4月 75 61 1,038 309 29.8

・法律により設置されている委員会等（地方自治法第180条の5）
・法律又は条例により設置されている審議会等（地方自治法第138条
4第3項）
・要綱等により設置されている懇談会、会議等

63 53 925 279 30.2 6 2 47 6 12.8 37 6 16.2 38 6 15.8 1 1 1

11 223 蕨市 40 令和6年3月 46 46 705 281 39.9 法律または条例により設置される附属機関 40 40 474 172 36.3 6 4 24 6 25.0 34 7 20.6 35 7 20.0 1 1 1

11 224 戸田市 40 令和11年3月 53 41 586 172 29.4
地方自治法（第２０２条の３）に基づく審議会等及び地方自治法（第１
８０条の５）に基づく委員会等

48 38 569 169 29.7 5 3 17 3 17.6 34 6 17.6 35 6 17.1 1 1 1

11 225 入間市 35 令和4年3月 43 38 644 187 29.0 組織として設置している審議会・協議会 43 38 644 187 29.0 6 3 38 4 10.5 35 8 22.9 36 8 22.2 1 1 1

11 227 朝霞市 45 令和8年3月 52 47 646 211 32.7
法律又は政令により設置されている審議会等
条例、規則等により設置されている懇談会、会議等

52 47 646 211 32.7 6 4 37 5 13.5 1 1 1

11 228 志木市 35 令和2年3月 29 21 306 84 27.5 条例、規則等により設置されている審議会、会議等 29 21 306 84 27.5 6 4 29 5 17.2 36 5 13.9 37 5 13.5 1 1 1
11 229 和光市 50 令和3年3月 24 24 330 122 37.0 法律又は政令により設置されている審議会等 24 24 330 122 37.0 6 4 27 7 25.9 32 6 18.8 33 6 18.2 1 1 1
11 230 新座市 40 令和3年3月 59 42 669 228 34.1 法令又は条例の規程により設置されている会議等 45 38 639 222 34.7 6 4 30 6 20.0 41 9 22.0 42 10 23.8 1 1 1
11 231 桶川市 40 令和6年3月 36 28 375 99 26.4 法律又は政令により設置されている審議会等 36 28 375 99 26.4 5 3 25 6 24.0 27 4 14.8 28 4 14.3 1 1 1
11 232 久喜市 40 令和5年3月 57 53 791 290 36.7 条例、規則等により設置されている懇談会、会議等 51 50 754 285 37.8 6 3 37 5 13.5 43 9 20.9 44 9 20.5 1 1 1

11 233 北本市 40 令和5年3月 39 29 413 131 31.7
・行政委員会（地方自治法第１８０条の５）
・執行機関の附属機関（地方自治法第１３８条の４、第２０２条の３）

33 26 378 126 33.3 5 3 32 5 15.6 41 5 12.2 42 5 11.9 1 1 1

11 234 八潮市 40 令和8年3月 65 56 803 266 33.1 すべての委員会、審議会等 59 51 772 257 33.3 6 5 31 9 29.0 37 12 32.4 38 12 31.6 1 1 1
11 235 富士見市 40 令和3年3月 43 38 520 154 29.6 5　その他（法律、条例等による付属機関のほか、懇談会を含む） 40 36 502 150 29.9 6 3 38 4 10.5 29 2 6.9 30 2 6.7 3 平成30年10月1日 3 平成30年10月1日 1
11 237 三郷市 35 令和2年4月 34 30 416 129 31.0 条例、規則等により設置されている審議会、協議会等 34 30 416 129 31.0 6 4 35 8 22.9 35 7 20.0 36 7 19.4 1 1 1

11 238 蓮田市 30 令和8年3月 36 28 307 83 27.0
法律又は条例により設置されている附属機関及び法律により設置さ
れている委員会

36 28 307 83 27.0 6 2 35 3 8.6 21 0 0.0 22 0 0.0 1 1 1

11 239 坂戸市 35 令和4年3月 39 34 498 126 25.3
法令、政令により設置されている審議会等
条例、規則、要綱等により設置されている委員会等含む

42 35 498 125 25.1 5 2 24 4 16.7 31 0 0.0 32 0 0.0 1 1 1

11 240 幸手市 35 令和3年3月 23 21 263 70 26.6 法律又は政令により設置されている審議会等 23 21 263 70 26.6 6 3 31 3 9.7 33 3 9.1 34 3 8.8 1 1 1
11 241 鶴ヶ島市 40 令和4年3月 31 25 332 95 28.6 地方自治法第202条の3に基づく審議会等 31 25 332 95 28.6 5 2 22 4 18.2 30 2 6.7 31 2 6.5 1 1 1

11 242 日高市 40 令和3年3月 35 35 413 178 43.1

地方自治法第138条の４第３項の規定に基づき、法律又は条例により
設置される審議会、審査会等及び設置目的、構成等からそれらに類
する機能を有し、規則、要綱等により設置される審議会、審査会等。							 28 28 324 138 42.6 6 4 30 10 33.3 29 5 17.2 30 5 16.7 1 1 1

11 243 吉川市 40 令和4年3月 31 26 335 85 25.4
条例、規則等により設置されている審議会等の附属機関及び附属機
関に準ずる機関

23 18 264 56 21.2 6 4 35 7 20.0 33 5 15.2 34 5 14.7 1 1 1

11 245 ふじみ野市
40％以上
60％以下

令和5年4月 44 37 539 169 31.4
法律、政令、条例、規則により設置されている審議会・委員会等

38 36 506 168 33.2 6 1 33 1 3.0 33 4 12.1 1 1 1

11 246 白岡市 30 令和4年3月 64 53 1,042 290 27.8
行政委員会（地方自治法第１８０条の５）、法律または条例により設置
された付属機関等、規則、要綱により設置された委員会、協議会等

22 18 262 72 27.5 6 3 31 6 19.4 32 2 6.3 33 2 6.1 1 1 1

11 301 伊奈町 30 令和4年3月 26 23 285 82 28.8 法律もしくは政令又は条例に基づき設置されている審議会等 26 23 285 82 28.8 6 2 27 2 7.4 0 0 0 0 1 1 1

その他
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11 324 三芳町 30 令和6年3月 28 27 279 86 30.8 条例、規則等により設置されている懇談会、会議等 28 27 279 86 30.8 6 3 24 6 25.0 26 4 15.4 27 4 14.8 1 1 1
11 326 毛呂山町 25 令和2年3月 23 16 216 52 24.1 法律又は政令により設置されている審議会等 18 14 182 39 21.4 5 3 19 4 21.1 29 2 6.9 30 2 6.7 1 1 1
11 327 越生町 35 令和3年3月 9 8 82 19 23.2 規定なし 9 8 82 19 23.2 5 3 19 5 26.3 29 1 3.4 30 1 3.3 1 1 1
11 341 滑川町 40 令和3年3月 18 15 225 37 16.4 条例、規則等により設置されている懇談会、会議等 18 15 225 37 16.4 5 3 31 8 25.8 23 1 4.3 24 1 4.2 1 1 1
11 342 嵐山町 35 令和4年3月 20 19 242 68 28.1 法令及び条例設置の審議会等 20 19 243 68 28.0 5 4 29 6 20.7 24 1 4.2 25 1 4.0 1 1 1

11 343 小川町 30 令和4年3月 29 23 340 94 27.6
法律により設置されている委員会等（地方自治法第180条の5）および
法令または条例に基づく審議会等（地方自治法第202条の3）

24 21 304 88 28.9 5 2 36 6 16.7 30 6 20.0 31 6 19.4 1 1 1

11 346 川島町 40 令和3年3月 27 20 325 85 26.2 法律又は政令により設置されている審議会等 22 19 289 73 25.3 5 3 32 5 15.6 32 1 3.1 33 1 3.0 1 1 1
11 347 吉見町 30 令和3年3月 11 10 154 32 20.8 法律又は政令により設置されている審議会等 14 11 178 34 19.1 5 2 32 2 6.3 30 3 10.0 31 3 9.7 2 2 2

11 348 鳩山町 30 令和5年3月 32 23 352 99 28.1
法令又は政令により設置されている審議会等・条例により設置されて
いる審議会等

26 20 325 96 29.5 6 3 27 4 14.8 27 1 3.7 28 1 3.6 1 1 1

11 349 ときがわ町 35 令和4年3月 33 26 349 81 23.2 法律又は政令により設置されている審議会等 28 24 319 77 24.1 5 2 30 4 13.3 33 0 0.0 34 1 2.9 1 1 1
11 361 横瀬町 25 令和2年3月 19 15 195 31 15.9 法律又は政令により設置されている審議会等 19 15 195 31 15.9 5 4 27 5 18.5 31 2 6.5 32 2 6.3 1 1 1
11 362 皆野町 20 令和4年3月 7 4 95 10 10.5 法律により設置されている委員会等（地方自治法第180条の5） 7 4 95 10 10.5 6 4 30 5 16.7 22 0 0.0 23 0 0.0 1 1 1
11 363 長瀞町 30 令和2年3月 18 13 189 39 20.6 地方自治法202条の3に基づく審議会等 16 13 164 39 23.8 5 2 27 4 14.8 25 0 0.0 26 1 3.8 1 1 1
11 365 小鹿野町 20 令和3年3月 15 11 173 30 17.3 条例、規則等により設置されている懇談会、会議等 15 11 173 30 17.3 6 3 30 5 16.7 27 1 3.7 28 1 3.6 1 1 1
11 369 東秩父村 25 令和3年3月 14 6 181 24 13.3 法律又は政令により設置されている審議会等 14 6 181 24 13.3 5 2 25 4 16.0 19 0 0.0 20 0 0.0 1 1 1
11 381 美里町 16 12 174 25 14.4 6 2 38 4 10.5 19 0 0.0 20 0 0.0 1 1 1
11 383 神川町 30 令和9年3月 21 17 214 53 24.8 地方自治法に基づく審議会、委員会等の行政組織 16 13 184 51 27.7 5 3 26 4 15.4 18 2 11.1 19 2 10.5 3 令和元年9月18日 3 令和元年9月18日 3 令和元年9月18日

11 385 上里町 40 令和5年 20 14 241 49 20.3
地方自治法第180条の5に基づく委員会等
地方自治法第202条の3に基づく審議会等

20 14 241 49 20.3 6 2 30 3 10.0 17 1 5.9 18 1 5.6 1 1 1

11 408 寄居町 30 令和2年3月 29 19 248 52 21.0 第202条の3、第180条の5 23 18 220 50 22.7 6 1 28 2 7.1 35 2 5.7 1 1 1
11 442 宮代町 30 令和4年3月 32 25 382 106 27.7 条例、規則等により設置されている懇談会、会議等 27 22 354 101 28.5 5 3 28 5 17.9 35 4 11.4 36 4 11.1 1 1 1
11 464 杉戸町 35 令和3年3月 32 28 413 125 30.3 法律、条例、要綱等により設置されている審議会、会議等 21 18 269 68 25.3 5 3 27 4 14.8 37 5 13.5 38 5 13.2 1 1 1
11 465 松伏町 40 令和2年3月 24 20 214 62 29.0 法律により設置されている委員会等（地方自治法第１８０条の５） 18 15 184 54 29.3 6 5 30 8 26.7 23 2 8.7 1 1 1



市町村４－４ (2)

調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No2（広域圏で設置している審議会等）

　 　うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
委
員

数女
性
委
員

8 8 377 144 38.2 4 1 12 1 8.3

さいたま市 0 0 0 0 0 0 0 0

川越市 0 0 0 0 0 0 0 0

熊谷市 2 2 157 60 38.2 0 0 0 0

川口市 0 0 0 0 0 0 0 0

行田市 0 0 0 0 0 0 0 0

秩父市 1 1 50 16 32.0 0 0 0 0

所沢市 0 0 0 0 0 0 0 0

飯能市 0 0 0 0 0 0 0 0

加須市 1 1 15 5 33.3 0 0 0 0

本庄市 0 0 0 0 0 0 0 0

東松山市 2 2 121 50 41.3 1 1 3 1 33.3

春日部市 0 0 0 0 0 0 0 0

狭山市 0 0 0 0 0 0 0 0

羽生市 0 0 0 0 0 0 0 0

鴻巣市 0 0 0 0 0 0 0 0

深谷市 0 0 0 0 0 0 0 0

上尾市 0 0 0 0 0 0 0 0

草加市 0 0 0 0 0 0 0 0

越谷市 0 0 0 0 0 0 0 0

蕨市 0 0 0 0 0 0 0 0

戸田市 0 0 0 0 0 0 0 0

入間市 0 0 0 0 0 0 0 0

朝霞市 0 0 0 0 0 0 0 0

志木市 0 0 0 0 0 0 0 0

和光市 0 0 0 0 0 0 0 0

新座市 0 0 0 0 0 0 0 0

桶川市 0 0 0 0 1 0 3 0 0.0

久喜市 0 0 0 0 0 0 0 0

北本市 0 0 0 0 1 0 3 0 0.0

八潮市 0 0 0 0 0 0 0 0

富士見市 0 0 0 0 0 0 0 0

三郷市 0 0 0 0 0 0 0 0

蓮田市 0 0 0 0 0 0 0 0

坂戸市 0 0 0 0 0 0 0 0

幸手市 0 0 0 0 0 0 0 0

鶴ヶ島市 0 0 0 0 0 0 0 0

日高市 0 0 0 0 0 0 0 0

吉川市 0 0 0 0 0 0 0 0

ふじみ野市 0 0 0 0 0 0 0 0

白岡市 0 0 0 0 0 0 0 0

総
委
員
数

（内数）
　　市町村防災会議
       (会長を含む)

目
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（％）

目
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度
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数
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数

女
性
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率

（％）
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数
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数

女
性
比
率

（％）

地方自治法(第180条の５）に基づく
委員会等における登用状況

（内数）
　　市町村防災会議
        (委員のみ）

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

埼玉県

都
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府

県
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ー

ド
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町

村
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ド
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町

村

名

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値
目標設定の対象である審議会等の

範囲
地方自治法（第202条の３）に基づく

審議会等における登用状況

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）
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       (会長を含む)
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度
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地方自治法(第180条の５）に基づく
委員会等における登用状況

（内数）
　　市町村防災会議
        (委員のみ）

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
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（％）

都
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府

県
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村
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目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値
目標設定の対象である審議会等の
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地方自治法（第202条の３）に基づく

審議会等における登用状況

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

伊奈町 0 0 0 0 0 0 0 0

三芳町 0 0 0 0 0 0 0 0

毛呂山町 2 2 34 13 38.2 0 0 0 0

越生町 0 0 0 0 1 0 3 0 0.0

滑川町 0 0 0 0 0 0 0 0

嵐山町 0 0 0 0 0 0 0 0

小川町 0 0 0 0 0 0 0 0

川島町 0 0 0 0 0 0 0 0

吉見町 0 0 0 0 0 0 0 0

鳩山町 0 0 0 0 0 0 0 0

ときがわ町 0 0 0 0 0 0 0 0

横瀬町 0 0 0 0 0 0 0 0

皆野町 0 0 0 0 0 0 0 0

長瀞町 0 0 0 0 0 0 0 0

小鹿野町 0 0 0 0 0 0 0 0

東秩父村 0 0 0 0 0 0 0 0

美里町 0 0 0 0 0 0 0 0

神川町 0 0 0 0 0 0 0 0

上里町 0 0 0 0 0 0 0 0

寄居町 0 0 0 0 0 0 0 0

宮代町 0 0 0 0 0 0 0 0

杉戸町 0 0 0 0 0 0 0 0

松伏町 0 0 0 0 0 0 0 0



市町村４－４（3）

調査表４－４

市区町村別集計項目（女性公務員の登用）No3

1 2 3

うち うち うち うち うち うち

管
理
職
数

女
性

うち
女理
性職
管数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

5,188 749 14.4 3,764 403 10.7 782 60 7.7 601 44 7.3 1,057 120 11.4 787 79 10.0 3,349 569 17.0 2,376 280 11.8 5,308 1,379 26.0 3,525 627 17.8 10,106 3,837 38.0 6,249 2,057 32.9

11 100 さいたま市 881 187 21.2 526 64 12.2 124 10 8.1 99 8 8.1 218 25 11.5 163 15 9.2 539 152 28.2 264 41 15.5 827 237 28.7 412 57 13.8 2689 944 35.1 1003 250 24.9 1

11 201 川越市 149 15 10.1 129 14 10.9 21 1 4.8 18 1 5.6 40 4 10.0 33 3 9.1 88 10 11.4 78 10 12.8 205 65 31.7 148 30 20.3 263 86 32.7 195 46 23.6 1

11 202 熊谷市 110 9 8.2 86 9 10.5 24 3 12.5 20 3 15.0 86 6 7.0 66 6 9.1 116 29 25.0 68 13 19.1 548 176 32.1 284 97 34.2 1

11 203 川口市 325 39 12.0 156 14 9.0 75 5 6.7 32 1 3.1 106 13 12.3 68 7 10.3 144 21 14.6 56 6 10.7 479 111 23.2 279 36 12.9 70 8 11.4 59 8 13.6 1

11 206 行田市 79 3 3.8 61 3 4.9 12 0 0.0 10 0 0.0 14 1 7.1 11 1 9.1 53 2 3.8 40 2 5.0 78 12 15.4 46 6 13.0 80 20 25.0 50 14 28.0 3 令和元年7月1日

11 207 秩父市 155 43 27.7 118 26 22.0 17 1 5.9 16 1 6.3 39 7 17.9 32 5 15.6 99 35 35.4 70 20 28.6 85 32 37.6 56 10 17.9 177 90 50.8 117 44 37.6 1

11 208 所沢市 188 24 12.8 176 22 12.5 24 3 12.5 20 3 15.0 38 6 15.8 38 6 15.8 126 15 11.9 118 13 11.0 70 35 50.0 58 27 46.6 596 279 46.8 565 250 44.2 1

11 209 飯能市 72 11 15.3 70 11 15.7 12 1 8.3 11 1 9.1 12 3 25.0 12 3 25.0 48 7 14.6 47 7 14.9 88 27 30.7 78 22 28.2 145 49 33.8 139 44 31.7 1

11 210 加須市 83 9 10.8 76 9 11.8 18 0 0.0 17 0 0.0 24 3 12.5 21 3 14.3 41 6 14.6 38 6 15.8 119 36 30.3 90 18 20.0 200 83 41.5 156 55 35.3 1

11 211 本庄市 63 7 11.1 55 7 12.7 10 2 20.0 9 2 22.2 6 0 0.0 4 0 0.0 47 5 10.6 42 5 11.9 85 23 27.1 78 23 29.5 125 59 47.2 100 59 59.0 1

11 212 東松山市 119 18 15.1 93 6 6.5 16 1 6.3 11 0 0.0 30 5 16.7 21 2 9.5 73 12 16.4 61 4 6.6 67 22 32.8 55 13 23.6 122 49 40.2 93 26 28.0 1

11 214 春日部市 201 29 14.4 103 7 6.8 30 3 10.0 19 2 10.5 60 6 10.0 28 1 3.6 111 20 18.0 56 4 7.1 247 27 10.9 134 13 9.7 336 115 34.2 179 52 29.1 1

11 215 狭山市 89 8 9.0 77 6 7.8 12 0 0.0 10 0 0.0 12 1 8.3 10 1 10.0 65 7 10.8 57 5 8.8 151 48 31.8 101 16 15.8 217 106 48.8 133 49 36.8 1

11 216 羽生市 49 2 4.1 31 1 3.2 10 1 10.0 7 0 0.0 1 0 0.0 0 0 38 1 2.6 24 1 4.2 46 5 10.9 20 3 15.0 69 32 46.4 40 22 55.0 1

11 217 鴻巣市 92 14 15.2 78 10 12.8 17 2 11.8 16 2 12.5 27 2 7.4 24 2 8.3 48 10 20.8 38 6 15.8 106 37 34.9 73 16 21.9 191 101 52.9 131 56 42.7 1

11 218 深谷市 100 6 6.0 70 4 5.7 17 1 5.9 16 1 6.3 26 0 0.0 18 0 0.0 57 5 8.8 36 3 8.3 119 16 13.4 75 10 13.3 308 92 29.9 174 51 29.3 1

11 219 上尾市 205 33 16.1 121 12 9.9 15 1 6.7 11 1 9.1 28 2 7.1 17 1 5.9 162 30 18.5 93 10 10.8 178 52 29.2 83 21 25.3 215 100 46.5 113 54 47.8 1

11 221 草加市 183 30 16.4 80 9 11.3 16 0 0.0 10 0 0.0 51 6 11.8 22 3 13.6 116 24 20.7 48 6 12.5 161 53 32.9 98 16 16.3 233 105 45.1 94 31 33.0 1

11 222 越谷市 250 29 11.6 190 16 8.4 49 4 8.2 21 0 0.0 37 2 5.4 31 0 0.0 164 23 14.0 138 16 11.6 163 53 32.5 138 31 22.5 529 198 37.4 449 141 31.4 1

11 223 蕨市 70 6 8.6 43 4 9.3 12 1 8.3 9 1 11.1 13 1 7.7 10 1 10.0 45 4 8.9 24 2 8.3 35 7 20.0 24 6 25.0 87 30 34.5 56 20 35.7 1

11 224 戸田市 94 18 19.1 63 7 11.1 17 3 17.6 11 1 9.1 23 3 13.0 17 2 11.8 54 12 22.2 35 4 11.4 92 26 28.3 44 7 15.9 134 33 24.6 71 14 19.7 1

11 225 入間市 92 9 9.8 77 7 9.1 12 1 8.3 11 1 9.1 24 2 8.3 22 2 9.1 56 6 10.7 44 4 9.1 128 26 20.3 94 12 12.8 183 90 49.2 121 46 38.0 1

11 227 朝霞市 83 9 10.8 71 6 8.5 13 1 7.7 11 1 9.1 22 2 9.1 19 2 10.5 48 6 12.5 41 3 7.3 85 25 29.4 57 12 21.1 139 34 24.5 104 18 17.3 1

11 228 志木市 64 11 17.2 48 5 10.4 8 0 0.0 7 0 0.0 14 1 7.1 11 1 9.1 42 10 23.8 30 4 13.3 43 14 32.6 30 8 26.7 85 52 61.2 46 24 52.2 1

11 229 和光市 61 7 11.5 55 7 12.7 15 1 6.7 14 1 7.1 14 1 7.1 12 1 8.3 32 5 15.6 29 5 17.2 46 16 34.8 28 7 25.0 140 64 45.7 102 44 43.1 1

11 230 新座市 82 14 17.1 61 7 11.5 15 1 6.7 11 1 9.1 21 2 9.5 18 2 11.1 46 11 23.9 32 4 12.5 107 46 43.0 68 19 27.9 123 83 67.5 80 49 61.3 1

11 231 桶川市 64 12 18.8 51 4 7.8 8 0 0.0 7 0 0.0 16 3 18.8 14 2 14.3 40 9 22.5 30 2 6.7 39 10 25.6 27 3 11.1 79 35 44.3 61 19 31.1 1

11 232 久喜市 102 16 15.7 89 11 12.4 15 3 20.0 13 2 15.4 28 5 17.9 24 3 12.5 59 8 13.6 52 6 11.5 107 26 24.3 71 8 11.3 163 36 22.1 126 21 16.7 1

11 233 北本市 41 6 14.6 35 4 11.4 9 1 11.1 8 1 12.5 7 0 0.0 7 0 0.0 25 5 20.0 20 3 15.0 10 1 10.0 8 1 12.5 16 4 25.0 12 2 16.7 1

11 234 八潮市 74 10 13.5 62 6 9.7 15 1 6.7 13 1 7.7 14 1 7.1 12 0 0.0 45 8 17.8 37 5 13.5 38 13 34.2 21 2 9.5 86 34 39.5 51 13 25.5 1

11 235 富士見市 64 8 12.5 52 4 7.7 11 1 9.1 10 1 10.0 4 0 0.0 4 0 0.0 49 7 14.3 38 3 7.9 75 18 24.0 53 6 11.3 134 75 56.0 85 34 40.0 1

11 237 三郷市 107 17 15.9 69 15 21.7 20 3 15.0 17 3 17.6 36 6 16.7 16 4 25.0 51 8 15.7 36 8 22.2 74 12 16.2 44 7 15.9 173 45 26.0 109 27 24.8 1

11 238 蓮田市 79 12 15.2 57 10 17.5 14 0 0.0 11 0 0.0 19 4 21.1 17 4 23.5 46 8 17.4 29 6 20.7 65 24 36.9 44 16 36.4 64 23 35.9 31 16 51.6 1

11 239 坂戸市 74 7 9.5 63 2 3.2 12 1 8.3 11 1 9.1 13 0 0.0 13 0 0.0 49 6 12.2 39 1 2.6 65 22 33.8 65 22 33.8 102 30 29.4 102 30 29.4 1

11 240 幸手市 40 2 5.0 39 1 2.6 8 0 0.0 8 0 0.0 0 0 0 0 32 2 6.3 31 1 3.2 58 9 15.5 57 8 14.0 34 21 61.8 31 18 58.1 1

11 241 鶴ヶ島市 46 6 13.0 46 6 13.0 11 0 0.0 11 0 0.0 0 0 0 0 35 6 17.1 35 6 17.1 72 13 18.1 72 13 18.1 71 34 47.9 71 34 47.9 1

11 242 日高市 41 2 4.9 34 2 5.9 11 1 9.1 9 1 11.1 0 0 0 0 30 1 3.3 25 1 4.0 62 5 8.1 49 2 4.1 107 40 37.4 80 27 33.8 1

11 243 吉川市 42 5 11.9 36 4 11.1 9 1 11.1 9 1 11.1 8 1 12.5 7 1 14.3 25 3 12.0 20 2 10.0 48 8 16.7 35 3 8.6 73 24 32.9 52 12 23.1 1

11 245 ふじみ野市 55 8 14.5 49 7 14.3 11 1 9.1 11 1 9.1 12 2 16.7 11 1 9.1 32 5 15.6 27 5 18.5 52 14 26.9 37 6 16.2 102 36 35.3 74 18 24.3 1

11 246 白岡市 35 5 14.3 35 5 14.3 9 0 0.0 9 0 0.0 0 0 0 0 26 5 19.2 26 5 19.2 48 6 12.5 48 6 12.5 69 20 29.0 69 20 29.0 1

11 301 伊奈町 40 7 17.5 27 2 7.4 8 0 0.0 7 0 0.0 32 7 21.9 20 2 10.0 39 9 23.1 29 7 24.1 80 29 36.3 45 13 28.9 1

11 324 三芳町 24 5 20.8 20 4 20.0 24 5 20.8 20 4 20.0 21 8 38.1 16 4 25.0 43 5 11.6 33 3 9.1 1

11 326 毛呂山町 20 2 10.0 18 2 11.1 20 2 10.0 18 2 11.1 33 7 21.2 25 3 12.0 57 19 33.3 40 9 22.5 1

11 327 越生町 13 1 7.7 9 1 11.1 13 1 7.7 9 1 11.1 26 5 19.2 15 3 20.0 31 11 35.5 14 9 64.3 1

11 341 滑川町 12 0 0.0 12 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0.0 12 0 0.0 16 5 31.3 16 5 31.3 19 8 42.1 19 8 42.1 1

11 342 嵐山町 19 2 10.5 19 2 10.5 19 2 10.5 19 2 10.5 27 5 18.5 27 5 18.5 25 9 36.0 25 9 36.0 1

11 343 小川町 18 4 22.2 15 4 26.7 18 4 22.2 15 4 26.7 34 6 17.6 25 3 12.0 47 18 38.3 35 11 31.4 1

11 346 川島町 15 0 0.0 13 0 0.0 15 0 0.0 13 0 0.0 24 4 16.7 22 4 18.2 30 12 40.0 29 12 41.4 1

11 347 吉見町 17 1 5.9 17 1 5.9 17 1 5.9 17 1 5.9 24 5 20.8 24 5 20.8 61 17 27.9 61 17 27.9 2

11 348 鳩山町 12 1 8.3 10 1 10.0 12 1 8.3 10 1 10.0 15 1 6.7 14 1 7.1 17 2 11.8 14 2 14.3 1

11 349 ときがわ町 12 0 0.0 12 0 0.0 12 0 0.0 12 0 0.0 15 4 26.7 15 4 26.7 39 12 30.8 39 12 30.8 1
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11 361 横瀬町 10 2 20.0 10 2 20.0 10 2 20.0 10 2 20.0 13 5 38.5 13 5 38.5 20 8 40.0 20 8 40.0 1

11 362 皆野町 10 0 0.0 10 0 0.0 10 0 0.0 10 0 0.0 12 1 8.3 12 1 8.3 19 13 68.4 19 13 68.4 1

11 363 長瀞町 10 1 10.0 9 1 11.1 10 1 10.0 9 1 11.1 13 2 15.4 12 2 16.7 14 8 57.1 12 6 50.0 1

11 365 小鹿野町 23 5 21.7 19 2 10.5 23 5 21.7 19 2 10.5 41 14 34.1 26 6 23.1 37 20 54.1 15 2 13.3 1

11 369 東秩父村 9 0 0.0 8 0 0.0 9 0 0.0 8 0 0.0 5 3 60.0 4 2 50.0 11 7 63.6 10 6 60.0 1

11 381 美里町 11 2 18.2 9 1 11.1 11 2 18.2 9 1 11.1 14 2 14.3 12 2 16.7 17 8 47.1 12 5 41.7 1

11 383 神川町 19 2 10.5 18 2 11.1 19 2 10.5 18 2 11.1 21 6 28.6 21 2 9.5 27 14 51.9 23 10 43.5 1

11 385 上里町 17 3 17.6 13 1 7.7 17 3 17.6 13 1 7.7 14 2 14.3 8 0 0.0 24 14 58.3 15 9 60.0 1

11 408 寄居町 21 0 0.0 18 0 0.0 21 0 0.0 18 0 0.0 46 10 21.7 34 6 17.6 36 15 41.7 26 6 23.1 1

11 442 宮代町 13 1 7.7 12 1 8.3 13 1 7.7 12 1 8.3 37 2 5.4 29 1 3.4 50 12 24.0 40 7 17.5 1

11 464 杉戸町 25 2 8.0 21 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2 8.0 21 0 0.0 46 11 23.9 33 1 3.0 78 29 37.2 56 17 30.4 1

11 465 松伏町 15 2 13.3 14 2 14.3 15 2 13.3 14 2 14.3 33 1 3.0 27 0 0.0 47 12 25.5 39 8 20.5 1
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調査表４－５

市区町村別集計項目（市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査） 埼玉県

1 平成31年4月1日 2 令和元年5月1日 3

問１ 問２ 問５ 問６ 問７ 問８ 問９

議　　会　　名

１．明記した規定がある
２．明記した規定はないが、
　　運用上認めている
３．明記した規定が無く、
　　運用上も認めていない
４．明記した規定が無く、
　　過去に事例が無い

１．平成26年度以前
２．平成27年度以降

１．労働基準法65条
の産前産後の就業制
限の期間よりも短い。
２．労働基準法65条
の産前産後の就業制
限の期間以上であ
る。
３．期間の定めはな
い。

１．あり
２．なし
３．その他

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

１．男女共同参画に関する研
修を行っている。
２．セクシュアル・ハラスメント
防止に関する研修を行ってい
る。
３．男女共同参画に関する研
修及びセクシュアル・ハラスメ
ント防止に関する研修の両方
を行っている。
４．行っていない。

１．人員及び場所の設置また
は提供がされている。（臨時
のものも含む）
２．保育に必要な場所の設置
または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所が設置されて
いる。（常設）
２．授乳等に必要な場所の設
置または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

1の合計 59 10 0 1 1 5 3 3 10 6 0 0 0

2の合計 1 49 1 57 12 12 16 13 35 12 1 1 5

3の合計 1 58 1 2 1 1 2 0 2 0 0 3

4の合計 2 48 45 43 45 18 40 62 62 55

11 100 さいたま市 さいたま市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 1 4
（欠席の届出）
第２条　議員は、公務、疾病、出産その他の事故のため出席できないときは、その理由
を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。						

4 4 4 1

11 201 川越市 川越市議会 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1
第九十一条　委員は、疾病、看護、介護、出産、育児、忌引、災害その他やむを得ない
理由により欠席し、遅参し、又は早退するときは、その理由を附け、当日の開議時刻ま
でに委員長に届け出なければならない。

2 4 4 1

11 202 熊谷市 熊谷市議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

11 203 川口市 川口市議会 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

11 206 行田市 行田市議会 1 2 3 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 1

11 207 秩父市 秩父市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1

11 208 所沢市 所沢市議会 1 1 3 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 1

11 209 飯能市 飯能市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

11 210 加須市 加須市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

11 211 本庄市 本庄市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 1 1
第２条　議員は傷病、出産その他の事由により出席できないときは、その理由を付け、
当日の開議時刻までに届け出なければならない。

4 4 4 2

11 212 東松山市 東松山市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1

11 214 春日部市 春日部市議会 1 2 3 2 4 2 2 2 2 1
第１章第１節第２条　議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日
の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

4 4 4 1

11 215 狭山市 狭山市議会 1 2 3 2 4 1 1 1 1

第２条　議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻ま
でに議長に届け出なければならない。２　議員は、出産、育児、看護又は介護のため出
席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
第８２条　委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻
までに委員長に届け出なければならない。　２　委員は、出産、育児、看護又は介護の
ため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ委員長に欠席届を提出することが
できる。

4 4 4 1

11 216 羽生市 羽生市議会 1 2 3 1 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2

11 217 鴻巣市 鴻巣市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1

11 218 深谷市 深谷市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1

11 219 上尾市 上尾市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 1

11 221 草加市 草加市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 3 2

11 222 越谷市 越谷市議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 1

11 223 蕨市 蕨市議会 1 1 3 2 1 1 4 4 2 4

第２条　議員は、事故のため出席できないときは、その理由をつけ、当日の開議時刻ま
でに議長に届け出なければならない。
２　議員は、出産又は育児のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長
に欠席届を提出することができる。

4 4 4 3 令和元年9月11日

11 224 戸田市 戸田市議会 1 2 3 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 1

11 225 入間市 入間市議会 1 1 3 2 4 1 1 1 1 4
議員は、傷病、出産、育児、看護、介護その他の正当な理由により出席できないとき
は、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

4 4 4 1

11 227 朝霞市 朝霞市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 令和元年9月11日

11 228 志木市 志木市議会 1 1 3 2 4 4 4 4 1 4
第２条　議員は、傷病、出産、その他事故のため出席できないときは、その理由を付
け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。（平成１３年議会規則１・一
部改正）

4 4 4 1

11 229 和光市 和光市議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

11 230 新座市 新座市議会 1 2 3 2 4 4 2 4 2 1

第２条　議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻ま
でに議長に届け出なければならない。
２　議員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届
を提出することができる。
第９１条　委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻
までに委員長に届け出なければならない。
２　委員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ委員長に欠席
届を提出することができる。

4 4 4 2

11 231 桶川市 桶川市議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 1

11 232 久喜市 久喜市議会 1 2 3 2 3 1 3 3 1 1

第2条　議員は、傷病、その他の事故のため出席できないときは、その理由を付け、当
日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
2　議員は、出産又は育児のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長
に欠席届を提出することができる。

4 4 2 1

11 233 北本市 埼玉県北本市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2

11 234 八潮市 八潮市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

11 235 富士見市 富士見市議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

11 237 三郷市 埼玉県三郷市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 1 1
第２条第２項　議員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長
に欠席届を提出することができる。

4 4 4 1

11 238 蓮田市 蓮田市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1

11 239 坂戸市 坂戸市議会 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 4 4 1

11 240 幸手市 幸手市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

11 241 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

そ の 他

調

査

時

点

コ

ー

ド

議員の利用することのできる
保育施設等が議会に設置ま
たは提供されていますか。

議員の利用することのできる
授乳室等が議会に設置また
は提供されていますか。

調査時点コード その他

政治分野の男女共同参画の
ために実施していることがあ
ればご記入ください。

議員の出産を欠席事由として
明記した規定（産休を含む）が
あるか。１～４のいずれか一
つを選択してください。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１．で、１．を選択した場合
「欠席事由として明記した規定」
はいつ制定されましたか。１～２
のうちいずれか一つを選択してく
ださい。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、以下の
事由について１～４のうちいずれか一つに○をつけてください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、
　　　　運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、
　　　　運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、
　　　　過去に事例が無い

問３ 問４

問３（１）． 問１．で１
を選択した場合、取
得することが可能な
休業期間は、次のう
ちどれに当てはまり
ますか。

問３(２) ． 問１．
で１を選択した場
合、休暇の期間
の報酬につい
て、減額の規定
はありますか。

問４．で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関する議員
向け研修（セクシュアル・ハラ
スメント防止に関するものを
含む）を行っていますか。
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問１ 問２ 問５ 問６ 問７ 問８ 問９

議　　会　　名

１．明記した規定がある
２．明記した規定はないが、
　　運用上認めている
３．明記した規定が無く、
　　運用上も認めていない
４．明記した規定が無く、
　　過去に事例が無い

１．平成26年度以前
２．平成27年度以降

１．労働基準法65条
の産前産後の就業制
限の期間よりも短い。
２．労働基準法65条
の産前産後の就業制
限の期間以上であ
る。
３．期間の定めはな
い。

１．あり
２．なし
３．その他

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

１．男女共同参画に関する研
修を行っている。
２．セクシュアル・ハラスメント
防止に関する研修を行ってい
る。
３．男女共同参画に関する研
修及びセクシュアル・ハラスメ
ント防止に関する研修の両方
を行っている。
４．行っていない。

１．人員及び場所の設置また
は提供がされている。（臨時
のものも含む）
２．保育に必要な場所の設置
または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所が設置されて
いる。（常設）
２．授乳等に必要な場所の設
置または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

そ の 他

調

査

時

点

コ

ー

ド

議員の利用することのできる
保育施設等が議会に設置ま
たは提供されていますか。

議員の利用することのできる
授乳室等が議会に設置また
は提供されていますか。

政治分野の男女共同参画の
ために実施していることがあ
ればご記入ください。

議員の出産を欠席事由として
明記した規定（産休を含む）が
あるか。１～４のいずれか一
つを選択してください。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１．で、１．を選択した場合
「欠席事由として明記した規定」
はいつ制定されましたか。１～２
のうちいずれか一つを選択してく
ださい。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、以下の
事由について１～４のうちいずれか一つに○をつけてください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、
　　　　運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、
　　　　運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、
　　　　過去に事例が無い

問３ 問４

問３（１）． 問１．で１
を選択した場合、取
得することが可能な
休業期間は、次のう
ちどれに当てはまり
ますか。

問３(２) ． 問１．
で１を選択した場
合、休暇の期間
の報酬につい
て、減額の規定
はありますか。

問４．で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関する議員
向け研修（セクシュアル・ハラ
スメント防止に関するものを
含む）を行っていますか。

11 242 日高市 日高市議会 1 2 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4

平成30年度男女共同参画週間
に合わせ、市内公共施設にて実
施したパネルにおいて、「政治分
野における男女共同参画推進に
関する法律」の概要をまとめたも
のを作成して展示することで市
民への啓発を図った。令和元年
度のパネル展では、「私たちの
声をもっと社会へ」をテーマとし
たパネルをWith youさいたまより
借用して展示し、平成30年度に
作成した当該法律の概要につい
ても引き続き展示。					

1

11 243 吉川市 吉川市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

11 245 ふじみ野市 ふじみ野市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 1 4

(欠席の届出)
第2条　議員は、傷病、出産その他の事由により出席できないときは、その理由を付け、
当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(平27議会規則2・一部改正)

4 4 4 3 令和元年9月6日

11 246 白岡市 白岡市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1

11 301 伊奈町 伊奈町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1

11 324 三芳町 三芳町議会 1 2 3 2 4 2 2 2 2 2 4 4 4 1

11 326 毛呂山町 毛呂山町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1

11 327 越生町 越生町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

11 341 滑川町 滑川町議会 1 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

11 342 嵐山町 嵐山町議会 1 1 3 2 4 4 4 4 2 4 4 2 1

11 343 小川町 小川町議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

11 346 川島町 川島町議会 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

11 347 吉見町 吉見町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

11 348 鳩山町 鳩山町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1

11 349 ときがわ町 ときがわ町議会 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

11 361 横瀬町 横瀬町議会 1 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

11 362 皆野町 皆野町議会 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

11 363 長瀞町 長瀞町議会 1 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

11 365 小鹿野町 小鹿野町議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 1

11 369 東秩父村 東秩父村議会 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

11 381 美里町 美里町議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

11 383 神川町 神川町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 令和元年9月18日

11 385 上里町 上里町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1

11 408 寄居町 寄居町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

11 442 宮代町 宮代町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 1 3
第2条
議員は、疾病、出産その他の事由により出席できないときは、その理由を付けて、開議
前までに議長に届け出なければならない。

4 4 2 1

11 464 杉戸町 杉戸町議会 1 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

11 465 松伏町 松伏町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
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